
 

出産前後に体調不良等で家事・育児が困難で、親族などの支援を受けられな

い母親のために、調理や洗濯などの家事、授乳やおむつ交換、きょうだいの

世話などの育児をサポートするヘルパーの養成講座です。 

 

養成講座終了後、町内で活動が行えます。 

週 1 回、2 時間程度から就労が可能です。 

対象 (①～③をすべて満たす方 ) 

①  64 歳以下の方(令和６年２月末時点) 

②  次のいずれかの資格を有する方 

・介護福祉士・介護職員初任者研修修了者(旧訪問介護員 2 級以上の資格を有する方) 

・保育士・幼稚園教諭 

③  全日程を受講可能な方 

定員/費用  

20 人(先着順)/無料 

申込み  

9 時～17 時 30 分(土・日曜日、祝日を除く)に社会福祉協議会で電話受付 

※ カリキュラムなどは、ふれあいセンター1 階社会福祉協議会窓口に

設置しているほか、社会福祉協議会のホームページをご覧ください。 

 

 1 日目 2 日目 3 日目 

日時 令和６年２月 1５日(木) 

９時４５分～14 時 30分 

２月 1６日(金) 

９時４５分～15 時 30分 

２月 19 日(月) 

10 時～13 時 

場所 ふれあいセンター 

(1 階 健康教育指導室)・ 

第四保育所 

 

ふれあいセンター 

(1 階 健康教育指導室) 

 

ふれあいセンター 

（1 階 健康教育指導室） 

内容 講義、保育実習、沐浴実習 講義 普通救命講習 

問合せ・申込み：島本町社会福祉協議会  

☏ 962-5417 


